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特別定額給付金は、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」にお
いて、家計の支援措置として支給されるものです。

〇給付対象者等
　給 付 対 象 者：令和２年４月 27 日において湯沢町の住民基本台帳に記録されている方

　申 請 者：世帯主

　給 付 額：給付対象者（世帯員）1 人につき 10 万円

　給 付 方 法：申請者（世帯主）の銀行口座への振り込み

〇申請方法
　町から世帯主宛てに申請書が郵送されますので、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒で返送し

てください。

※新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から郵送方式としています。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請が可能です。

　詳しくは総務省の「マイナポータル」をご覧ください。

〇給付までのスケジュール
　　  ５月  ７日：申請書を同封した「特別定額給付金のお知らせ」を発送

　　  ５月 11 日：受付開始（郵送・オンライン共通）※ 8 月 10 日まで受付

　給付金の振込：毎週水曜日に振り込みます。ただし、５月中は金曜日にも振り込みます。

　　 ５ 月 中：前週の木曜日～月曜日受付分　➡　水曜日振込　

　　　　　　　　火曜日・水曜日受付分　　　　➡　金曜日振込

　　 ６ 月 以 降：前週の火曜日～月曜日受付分　➡　水曜日振込

 　 担　当 　 　湯沢町役場　企画政策課

 お問い合わせ 　特別定額給付金専用ダイヤル　☎ 025 ー 788 ー 0511

特別定額給付金
（対象者１人につき 10 万円の給付）

に関するお知らせ




